
公 募 公 告 

 

令和８年１月１９日 

支出負担行為担当官 

復興庁会計担当参事官 

木村 公一 

 

記 

 

１．公募要件 

（１）件  名  令和８年度復興庁本庁における一般乗用旅客自動車 

（タクシー）の供給契約 

（２）履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２．公募に参加する者に必要な資格等 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者については、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）復興庁における物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約に係る指名停止等措

置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）本件に関する参加条件を全て満たしている者であること。 

① 特別区・武三交通圏の認可法人であること。 

② ２４時間配車可能な車両を１，２００台以上保有していること。 

③ 各社における乗車券を用意できること。 

④ ③の乗車券の使用による手数料がかからないこと。 

⑤ 月毎の支払いが可能なこと。 

⑥ 接客態度、運転技術に優れ、安全且つ的確に目的地まで運行できること。 

（５）後記３記載の参加申請書等を期限までに提出すること。また、参加申請書等とあわ

せて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。 

 

 



３．参加申請書等の提出書類 

（１）参加申請書（交付場所にて配布） 

（２）上記２（４）①～③を確認可能な資料（コピー可） 

（３）見積書 

（４）暴力団等に該当しない旨の誓約書（交付場所にて配布） 

（５）参考資料として、保有車両における低公害車の割合（様式は自由） 

 

４．参加申請書等の交付場所、提出場所、提出期限及び提出方法 

（１）交付場所  〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

中央合同庁舎第４号館１０階  

復興庁予算会計企画班 担当：土沼、應武、佐藤 

電 話 番 号： ０３－６３２８－０２７９ 

電子メール： kaikei.fukko@fukko.go.jp 

（２）提出場所  ４（１）交付場所と同所 

（３）提出期限  令和８年２月２０日（金）１７時まで 

（４）提出方法  持参、郵送・信書便による送付又は電子メールによる送信（上記（３）

の提出期限必着）のいずれかによるものとする。また、郵送・信書便によ

る送付の場合は、配達の記録が残るようにすることとし、郵送・信書便に

係る費用は公募参加者が負担すること。 

 

６．契約者の決定方法 

必要書類を提出期限までに提出し、上記２．に掲げた条件を満たす全ての者と契約する。

ただし、契約締結をもって使用を確約するものではない。 

 

７．必要書類の無効等 

本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加申請書は無効とする。 

 

８．本公告に関する問い合わせ先 

（１）東京都千代田区霞が関３－１－１ 中央合同庁舎第４号館１０階 

復興庁予算会計企画班 担当：土沼、應武、佐藤 

電 話 番 号： ０３－６３２８－０２７９ 

Ｆ Ａ Ｘ： ０３－６３２８－０３００ 



電子メール： kaikei.fukko@fukko.go.jp 

（２）上記(1)に対してE-mailで問い合わせを行う際は、件名（題名）を『令和８年度復興庁

本庁における一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給契約に係る質問について』として、

回答送付先の組織名、担当部署名、担当者の氏名、連絡先（E-mail）を明記すること。 

また、問い合わせの受付期間は、令和８年１月１９日（月）から令和８年２月２０日

（金）までとする。 


